
封 印 取 付 け 受 託 者 準 則 

     新運登第４１１号 平成１８年１０月２６日 

一部改正 平成２０年１２月２５日 

一部改正 平成２１年 ３月 ６日 

一部改正 平成２７年 １月２９日 

一部改正 平成２８年 ２月 １日 

一部改正 平成２９年 ３月３１日 

一部改正 平成３０年１０月１９日 

一部改正 令和 ３年 ８月２５日 

（適用） 

第１条 受託者は、道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号）（以下「車両法」という。）、

同法施行規則の規定及び「封印取付け委託取扱い規程」（平成１８年１０月２６日

付け新運登第４１１号）（以下「委託取扱い規程」という。）によるほか、この準

則の定めるところに従って、封印の取付けに関する業務を行わなければならない。 

（定義） 

第２条 この準則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

 一 甲種受託者  

①   新潟運輸支局管内における甲種受託者の場合 

長岡自動車検査登録事務所の管轄区域を除く新潟県の区域に使用の本拠を有す

る自動車に係る車両法第１１条第１項、第２項に係る封印の取付け及び全ての自

動車に係る車両法第１１条第４項、第６項に係る封印の取付け委託を受けた者 

② 長岡自動車検査登録事務所管内における甲種受託者の場合 

新潟県のうち長岡自動車検査登録事務所の管轄区域に使用の本拠を有する自動

車に係る車両法第１１条第１項、第２項に係る封印の取付け及び全ての自動車に

係る車両法第１１条第４項、第６項に係る封印の取付け委託を受けた者 

 

 二 乙種受託者  

     ① 完成検査終了証のある自動車の販売を業とする者であって、以下の封印の取付

け委託を受けた者 

ア その販売する自動車について、当該自動車の提示に代えて完成検査終了証の提

出により新規登録を受ける場合 

イ その販売する自動車（販売用中古自動車を含む。）について、当該自動車の提

示に代えて自動車予備検査証、保安基準適合証又は限定自動車検査証及び限定

保安基準適合証の提出により新規登録を受ける場合 



ウ 変更登録又は移転登録を受ける場合（車両法第１４条第１項の規定により当該

自動車の登録番号が変更されるもの（自動車登録令（昭和２６年政令第２５６

号）（以下「登録令」という。）第４０条による提示をしたものを除く。）に

限る。） 

エ  車両法第１１条第２項（登録令第４３条の規定に係る場合を含む。）又は第４

項若しくは第６項（新潟県の区域に使用の本拠を有する自動車に限る。）の規

定による封印の取付けを行う場合 

     ② 自ら輸入した自動車であって、完成検査終了証のある自動車の販売を業とする

者によって販売するものについて、完成検査終了証のある自動車の販売を業とす

る者が、当該自動車の提示に代えて完成検査終了証の提出により新規登録を受け

る場合に必要となる封印の取付け委託を受けた者 

 

三 丙種受託者 

       一般社団法人日本中古自動車販売協会連合会の会員のうち中古自動車の販売を業

とする者を構成員とする団体であって、以下の封印取付け委託を受けた者 

         ① その構成員の販売する自動車（新車及び販売用中古自動車）について、当該

自動車の提示に代えて完成検査終了証、自動車予備検査証、保安基準適合証又

は限定自動車検査証及び限定保安基準適合証の提出により新規登録を受ける

場合 

         ②  変更登録又は移転登録を受ける場合（車両法第１４条第１項の規定により当

該自動車の登録番号が変更されるもの（登録令第４０条による提示をしたもの

を除く。）に限る。） 

         ③  車両法第１１条第２項（登録令第４３条の規定に係る場合を含む。）又は第

４項若しくは第６項（新潟県の区域に使用の本拠を有する自動車に限る。）に

よる封印の取付けを行う場合 

四 丁種受託者 

 行政書士法（昭和２６年２月２２日法律第４号）第１５条に規定される行政書士

会であって、行政書士が運輸支局に提出する書類を作成した自動車について、以下

の封印取付け委託を受けた者 

①   当該自動車（封印取付け委託要領（平成１８年１０月４日付国自管第８６号）

第１０条第２項及び第３項の規定により封印の取付け作業を乙種受託者及び丙種

受託者の名において行わせることができる場合を除く。以下、本号②において同

じ。）の提示に代えて、完成検査終了証、自動車予備検査証、保安基準適合証又は

限定自動車検査証及び限定保安基準適合証の提出により新規登録を受ける場合 

   ②  当該自動車に係る変更登録又は移転登録を受ける場合（車両法第１４条第１項の

規定により当該自動車の登録番号が変更されるもの（登録令第４０条による提示を



したものを除く。）に限る。） 

   ③  車両法第１１条第２項（登録令第４３条の規定に係る場合を含む。）又は第４項

若しくは第６項（新潟県の区域に使用の本拠を有する自動車に限る。）の規定によ

る封印の取付けが必要な場合 

 五 封印の前渡し 予め一定数量の封印を受託者に交付すること 

 六 有償受託者 第１９条の規定により手数料請求権を放棄した受託者以外の受託者 

（封印の前渡し申請） 

第３条 受託者は、運輸支局長より封印の前渡しを受けようとするときは、封印の前渡し

申請書（第１号様式）を提出しなければならない。 

（封印の受領書） 

第４条 受託者は、前条の規定により封印の前渡しを受けたときは、封印受領書（第２号

様式）を運輸支局長に提出しなければならない。 

（封印の受払簿） 

第５条 封印の前渡しを受けた受託者は、封印の取付けを行う事業場ごとに封印受払簿（甲

種受託者にあっては第３号様式、乙種受託者、丙種受託者及び丁種受託者にあっ

ては第４号様式）を備え付け、封印の出納状況を明らかにしておかなければなら

ない。 

  ２ 封印受払簿は、記録した日から２年間保存しなければならない。 

（封印の保管） 

第６条 受託者は、封印の紛失、盗難等がないよう施錠のできる施設に保管しなければな

らない。 

（打損した封印等） 

第７条 受託者は、打損又はき損した封印及び不良の封印を第１１条の封印取付け報告書

に添えて運輸支局長に返納しなければならない。 

（封印の紛失） 

第８条 受託者は、封印の紛失を発見したときは、すみやかにその数量及び事情を書面で

運輸支局長に報告しなければならない。 

（封印取付け届出書） 

第９条 有償受託者たる乙種受託者、丙種受託者及び丁種受託者は、封印の取付けを行お

うとするときは当該自動車の新規登録、変更登録及び移転登録の際運輸支局長に

封印取付け届出書（第５号様式）を２通提出しなければならない。 

（出張封印確認書） 

第１０条 出張封印を行おうとする受託者は、登録申請又は交換申請時等に封印受託者名、

出張封印を行おうとする自動車の車台番号、出張封印の希望、ナンバープレート

の返納方法等を記載した書面又は当該書面と同等と認める書面を運輸支局長に原

則２通提出しなければならない。 



（封印の取付け報告書） 

第１１条 封印の前渡しを受けた受託者は毎月１０日までに、前月の封印取付け状況に関

し、封印取付け報告書（第６号様式）を運輸支局長に提出しなければならない。 

   ２ 封印の前渡しを受けた乙種受託者、丙種受託者及び丁種受託者は、前項の封印 

取付け報告書を提出するときは、封印の取付けをした自動車の登録年月日、及び

自動車登録番号を記載した書面（第７号様式）を添付しなければならない。 

（事業場の位置の変更等の承認申請） 

第１２条 受託者は、封印の取付けを行う事業場の位置の変更及び業務の廃止をしようと 

するときは、あらかじめ、承認申請書（委託取扱い規程の第４号様式）を運輸支 

局長に提出しなければならない。 

２ 前項により業務の廃止の承認を受けた受託者は前条の報告書を添えて前渡しを 

受けた封印をすみやかに返納しなければならない。 

（封印取付け責任者） 

第１３条 受託者は、封印の取付けを行う事業場ごとに封印取付け責任者を選任し、封印 

の取付け、保管及び出納事項を処理させるとともに、当該自動車検査証に記載さ 

れた自動車登録番号及び車台番号と同一であることの確認を行わせなければなら 

ない。 

（変更届） 

第１４条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは１４日以内に届出書（第８号 

様式）を運輸支局長に提出しなければならない。 

  一 氏名又は名称及び住所に変更があったとき。 

  二 法人にあっては、その役員に変更があったとき。 

  三 事業場の名称及び所在地に変更があったとき。（事業場の位置を変更する場合を 

    除く） 

四 封印の取付け責任者を変更したとき。 

２ 前項の届出書には、次に掲げる書面を添えて届出しなければならない。 

 一 前項第一号及び第二号に掲げる届出には、戸籍の全部（個人）事項証明書又は

戸籍謄（抄）本、履歴事項証明書又は住民票抄本及び車両法施行規則第１３条

第４号に該当しないことを証する書面 

  二 前項第三号による届出（所在地の変更）には、これを証する書面 

  三 前項第四号に掲げる届出には、封印取付け責任者選任書（委託取扱い規程の第

１号様式の４） 

（標識及び掲示） 

第１５条 甲種受託者は封印の取付けを行う事業場に標識（車両法施行規則第１４条関係 

第１号様式の３）及び封印取付け業務の日時を公衆の見易いように掲示しておか 

なければならない。 



２ 乙種受託者、丙種受託者及び丁種受託者にあっては、封印の取付けを行う事業 

場に前項の標識を掲げ、封印を取付ける自動車の範囲は「封印取付け委託書によ 

り委託を受けた自動車に係る封印の取付け」と表示するものとする。 

 （手数料額） 

第１６条 封印取付けに対して支払う手数料の額は、一件ごとに定めるものとする。 

 （手数料の請求） 

第１７条 受託者は、毎年４月１日から翌年３月３１日までに行った封印の取付けについ 

て、運輸支局長に手数料を請求することができる。 

   ２ 前項の手数料の請求は、次年度４月末までに封印の取付け件数及び請求金額を 

記載した請求書を提出することにより行わなければならない。 

３ 乙種受託者、丙種受託者及び丁種受託者は、前項の請求書を提出するときは、 

運輸支局長が確認済印を押捺して返付した封印取付け届出書を添付しなければな 

らない。 

 （手数料の支払） 

第１８条 手数料は、甲種受託者の場合には運輸支局の業務件数により、乙種受託者、丙 

種受託者及び丁種受託者の場合には請求書に添付された封印取付け届出書により 

確認できる封印取付け件数について支払う。 

 （無償受託者） 

第１９条 受託者は、手数料の請求を行わない旨をあらかじめ文書をもって通知すること 

    により、手数料の請求権を放棄することができる。 

 （封印の返納） 

第２０条 受託者は、委託取扱い規程第２０条による委託の解除を受けたときは、第１１ 

条の報告書を添えて前渡しを受けた封印をすみやかに返納しなければならない。 

 附則 

 この準則は平成１８年１１月１日から施行する。 

 なお、この準則の施行に伴い、平成７年６月２６日付け新陸登第２２４号の準則は 

 廃止する。 

 

  附則 

  附則 

  附則 

  １ この準則は平成２８年 ２月 １日から施行する。 

 １ この準則は平成２１年 ３月 ６日から施行する。 

 

 １ この準則は平成２７年 １月２９日から施行する。 

 



  附則 

 

 

  附則 

  １ この準則は令和 ３年 ８月２５日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １ この準則は平成２９年 ３月３１日から施行する。 

 １ この準則は平成３０年１０月１９日から施行する。 

 

 附則 



第１号様式 

                             令和  年  月  日 

 

        封 印 の 前 渡 し 申 請 書                                                      

 

 

 新 潟 運 輸 支 局 長 殿 

 

 

                      申 請 者 住 所               

                      氏名又は名称                           

 自動車登録番号標の封印について、下記のとおり前渡し願いたく申請します。 

                     記 

 １．取付けを委託されている業務の範囲 

 

 ２．前渡し数量 

 

   取 付け を行 う事業 場                           申 請 時 残 数                   前 渡 し 数                  

          個           個 

 

  備考  封印の前渡しを受けようとする数量は取付け計画の３ケ月分を限度とする。 

 

  
 第２号様式 

             封 印 受 領 書                                   

 

  交付数量      個 

 

上記封印正に受領いたしました。 

 

                             令和  年  月  日 

                      申 請 者 住 所               

                      氏名又は名称                          

 

 新 潟 運 輸 支 局 長 殿 



第４号様式（乙・丙・丁種受託者） 

封 印 受 払 簿                                       
 

 取 
 付月 
 け 
 等日 

  登 
  録 
  月 
  日 

 
 
 登録番号           

 
 
 車台番号           

出     納  取者 
 付 
 け印 
 責 
 任 

 
 
 備  考 

 

 
受 

払 
 
残 

 

 取付け  打 損  紛失等 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

            

           

           

           

           

           

※１．備考欄には、新規・移転番変・変更番変・再封印の別を記入すること。 

※２．乙種、丙種及び丁種受託者は、再封印の際は挙証書類を保管すること。（２年保存） 



第５号様式 

         封 印 の 取 付 け 届 出 書                                                    

 

                             令和  年  月  日 

新 潟 運 輸 支 局 長 殿 

 

                    受 託 者 住 所               

                    氏名又は名称                                

 

                    事 業 場 名                                

 

  下記の自動車について封印を取付けます。 

   車 台 番 号                 登 録 番 号                  車 台 番 号                 登 録 番 号                

  １    １４   

  ２    １５   

  ３    １６   

  ４    １７   

  ５    １８   

  ６    １９   

  ７    ２０   

  ８    ２１   

  ９    ２２   

 １０    ２３   

 １１    ２４   

 １２    ２５   

 １３    取り付ける自動車数                               台 

 確 認 事 項              確 認 年 月 日                令和  年  月  日  確  認  者 

備考：余白は斜線で消すこと 



第６号様式 

封 印 取 付 け 報 告 書 

 

                            令和  年  月  日 

 新 潟 運 輸 支 局 長 殿 

 

                    受 託 者 住 所               

                    氏名又は名称                                

 

                    事 業 場 名                                

 

                                             

 

                                             

 

                                             

 

                                             

 令和  年  月分 

 

 封印の取付け件数   

 

        受  入  れ        払  出  し  

前月繰越                        個 取 付 け              個 

受 入 れ              個 不 良 品               個 

  打   損              個 

  紛   失              個 

  残   り              個 

計  計              個 



第７号様式 

        封 印 の 取 付 け 内 訳 表                                                         

                  令和  年  月  日 

 

                  会 社 名                     

                  事 業 場 名                               

                  取 付 け 

                  責任者氏名                     

 

※１．備考欄には、新規・移転番変・変更番変・再封印の別を記入すること。 

※２．乙種、丙種及び丁種受託者は、再封印の際は挙証書類を保管すること。 

 取付け 

 月 日 

 登 録 

 月 日 

 自 動 車             

 登 録 番 号             

  備  考  取付け 

 月 日 

 登 録 

 月 日 

 自 動 車             

 登 録 番 号             

  備  考  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

     当 月 取 付 け 数                             個 



第８号様式 

                             令和  年  月  日 

 

           封 印 の 取 付 け の 委 託 に 関 す る 変 更 届                                              

 

 

 新 潟 運 輸 支 局 長 殿 

 

 

 

 

                     受 託 者 住 所               

                     氏名又は名称                         

 

 

 

 自動車登録番号標への封印の取付けの委託について、下記のとおり 

       を変更したのでお届けします。 

 

                     記 

１．委託年月日及び委託番号 

 

 

２．変更年月日 

 

 

３．変更事項 

   新 

 

   旧 

 

 

４．変更理由 

 

 

  


